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1. 都市計画マスタープランについて 

1.1 都市計画マスタープランの背景と目的 

平成 14 年 3 月、安芸市都市計画マスタープランが策定されました。 

これまでの安芸市都市計画マスタープランは、おおむね 20 年後となる令和 2 年を目標年次と

しており、安芸市の将来の姿を展望し、都市計画の基本的方向を定め、市街地の規模、都市施設

及び市街地の形成などの具体の整備について目標を示しています。  

こうした中、安芸市では、人口減少、高齢化、都市部への人口流出等の社会情勢の変化が県内

他市に比べて著しく、都市計画区域における都市構造も変化の兆しがみられるようになりました。 

また、平成 24 年 12 月には、県から詳細な津波浸水予測等の結果が公表されました。これに

よると、最大クラスの地震が発生した場合、市全域が震度６弱から７という非常に強い揺れに見

舞われるほか、沿岸部には、最大 16m の津波が到達すると想定されており、これまで以上のス

ピード感を持って、津波対策に取り組むことが求められます。 

このような背景を受け、都市計画を取り巻く環境の変化に対応し、持続可能なまちづくりを進

めるため、新しい安芸市都市計画マスタープランを策定します。 

 

1.2 計画の基本的事項 

1.2.1 目標年次 

安芸市都市計画マスタープランは「都

市計画の目標」として、おおむね 20 年後

（令和 22 年／2040 年）の都市の姿を

展望しつつ、10 年程度（令和 12 年／

2030 年）の期間の目標を定めます。 

 

1.2.2 対象範囲 

安芸市都市計画マスタープランの対象

範囲は、市域全体の 31,721ha としま

す。 

このうち、都市計画区域は 524ha で

あり、中心市街地が立地します。都市計画

区域外は 31,197ha であり、東川地域や

畑山・栃ノ木・尾川地域など、集落との交

流や環境面での連携が必要な地域を含み

ます。 

図 1-1 計画の対象範囲  



1-2 

 

1.3 都市計画法における位置づけと役割 

1.3.1 都市計画マスタープランの位置づけ 

安芸市都市計画マスタープラン（都市計画法第 18 条の 2）は、安芸市総合計画および高知県

の定める東部圏域都市計画区域マスタープラン（都市計画法第 6 条の 2）に即して策定する必

要があります。 

都市計画法における安芸市都市計画マスタープランの位置づけ及び策定にあたっての安芸市

関連計画との関係は以下のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 安芸市都市計画マスタープランの位置づけ 

 

1.3.2 都市計画マスタープランの役割 

都市計画マスタープランは、住民の意見を反映し、安芸市の定める都市計画の方針を定めるも

のです。 

【１】まちづくりの具体性のある将来ビジョンを確立し、あるべき市街地像を示します。 

【２】地域別の整備課題に応じた整備方針、及び生活像、都市交通、自然的環境等に関する土

地利用、各種施設の整備の目標等を示します。 

【３】安芸市における将来の土地利用や施設を規定するものであり、今後の各種事業の体系的 

な基本指針と位置づけられます。 

【高知県の上位計画】
○「東部圏域都市計画区域マスタープラン」

（都市計画法第6条の2）

○「安芸市都市計画マスタープラン」
（都市計画法第18条の２）

全体構想
地域別構想

○安芸市の都市計画
土地利用

都市施設等
　（交通、公園、供給処理施設、河川等、
教育文化施設・社会福祉施設、住宅施設、

　　官公庁施設、防災都市施設）
市街地整備等

【安芸市の上位計画】
○「安芸市総合計画（前期基本計画） 2016 」

○「高知県震災復興都市計画指針」の視点
○「立地適正化計画」の視点

公共交通・生活サービス（医療・福祉・子育て支
援・商業等）・災害等、財政の健全化等

【安芸市関連計画】
安芸市道路交通網ビジョン

安芸市農業振興地域整備計画
安芸市公共施設等総合管理計画

安芸市まち・ひと・しごと創生 総合戦略
 安芸市地域防災計画

【その他関連する計画】
安芸市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画

安芸市子ども・子育て支援事業計画
第３次安芸市障がい者やさしさプラン

安芸市空家等対策計画

【協働のまちづくり】
まちづくり懇談会

【参考】
安芸市過疎地域自立促進計画

辺地総合整備計画
山と緑あふれる元気な安芸市再生計画

（地域再生計画）


